
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 学齢簿ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
総務学事課 

個人情報ファイルの利用目的 

新入学者管理、就学援助事業、特別支援教育就学奨励事

業、スクールバス利用者管理など、児童生徒の情報を扱

う幅広い業務に対して利用する。 

記録項目 

1.児童生徒性別、2.児童生徒住記区分、3.児童生徒状態

区分、4.児童生徒世帯番号、5.児童生徒世帯識別、6.児

童生徒行政区コード、7.児童生徒行政区名、8.児童生徒

郵便番号、9.児童生徒住所町村名、10.児童生徒住所字

名、11.児童生徒番地、12.児童生徒方書、13.児童生徒

宛名方書、14保護者宛名番号、15.保護者カナ氏名、16.

保護者氏名、17.保護者生年月日(和暦)、18.保護者生年

月日(西暦)、19.保護者生年月日不明、20.続柄、21.保

護者郵便番号、22.保護者住所町村名、23.保護者住所字

名、24.保護者番地、25.保護者方書、26.保護者宛名方

書、27.学校区名、28.就学校名、29.就学区分、30.状態

区分名、31.学年、32.入学年月日、33.転入学年月日、

34.卒業年月日、35.就学校チェック 

記録範囲 
鹿角市内の小中学校に在学する児童生徒及び次年度入学

予定の児童 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳データを参照し、自動生成される 

または保護者等からの申し出による 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

身体障害、知的障害、精神障害等により特別支援学校へ

在籍する児童生徒が管理されている（障害区分は不明） 

記録情報の経常的提供先 
保護者、全国の小・中・高等学校及び保育園、スクール

バス運行業者、路線バス運行業者等 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）教育委員会総務学事課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 



訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 


